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固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
に
、
土
地
や
家
屋
の
ほ
か
、

償
却
資
産
が
あ
り
ま
す
。
償
却
資

産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場
や

商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
、

そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
機

械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
有
形
資

産
の
こ
と
で
す
。

　
償
却
資
産
を
市
内
に
所
有
す
る

方
は
、　

年
１
月
１
日
時
点
の
資

３１

産
の
所
有
状
況
を
、
１
月　

日
３１

（
木
）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ

第
４
回
市
議
会
定
例

会
を
開
催
し
ま
す

　
　
年
第
４
回
市
議
会
定
例

３０
会
が　
月
５
日
（
水
）
～　

１２

２６

日
（
水
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。

　
一
般
質
問
が
７
日
（
金
）

～　
日（
水
）、常
任
委
員
会

１２
が　
日
（
金
）
～　
日
（
火
）、

１４

１８

予
算
特
別
委
員
会
が　

日
１９

（
水
）
の
予
定
で
す
（
い
ず

れ
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

は
休
会
）。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

い
。
期
限
間
近
に
は
窓
口
が
混
雑

し
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
１
月　
２３

日
（
水
）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
申
告
用
紙
は　
月
中
に
届
く
よ

１２

う
発
送
し
ま
す
。
償
却
資
産
を
所

有
す
る
方
で
用
紙
が
届
か
な
い
場

合
は
、
課
税
課
家
屋
資
産
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

４
２
～
２
３
４
４
）
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
へ
。

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）に
よ
る
申
告
も
可
能
で
す

　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
地
方
税
に
お
け

る
手
続
き
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経

由
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ

ム
の
呼
称
）
を
利
用
す
る
と
、
自

宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
も
申
告
が
で

き
ま
す
。
利
用
に
際
し
て
は
条
件

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎
０
５

７
０
・
０
８
１
４
５
９
（
つ
な
が

ら
な
い
場
合
は
☎
０
３
・
５
５
０

０
・
７
０
１
０
）
へ
。
受
付
時
間

は
月
曜
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
（
祝
日
と　
月　
日
～

１２

２９

　
年
１
月
３
日
を
除
く
）。

３１

見
（
書
式
は
自
由
）
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

教
育
総
務
課
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
（
４
７
０
・
７
８
１
１
）
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
（kyoiku-somu@

city.higashikurume.lg.jp

）
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
７
５
へ
。

ま
で
に
、
教
育
総
務
課
（
市
役
所

６
階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
同

１
階
）、
中
央
・
滝
山
・
東
部
・
ひ

ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】　
月
１

１２

日
（
土
）
～　
日
（
木
）
に
（
必

２０

着
）、件
名
を「
東
久
留
米
市
第
２

次
教
育
振
興
基
本
計
画（
改
定
案
）

へ
の
意
見
」と
明
記
し
て
、住
所・

氏
名・年
代
（
例
＝　
代
）、
ご
意

４０

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、「
東
久
留

米
市
教
育
振
興
基
本
計
画
（
改
訂

版
）」の
計
画
期
間
が　
年
度
で
終

３０

了
す
る
た
め
、　

年
度
か
ら
５
年

３１

間
を
期
間
と
す
る
「
東
久
留
米
市

第
２
次
教
育
振
興
基
本
計
画
（
改

定
案
）」
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

同
案
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く　
月　
日
（
木
）

１２

２０

　
市
で
は
、
財
政
状
況
を
勘
案
し

な
が
ら
地
域
性
や
道
路
環
境
な
ど

を
考
慮
し
た
地
域
公
共
交
通
の
充

実
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
、
短
期
的
な
施
策

と
し
て
子
育
て
世
帯
お
よ
び
高
齢

者
を
対
象
と
し
た
東
久
留
米
市
デ

マ
ン
ド
型
交
通
の
実
験
運
行
を
行

う
た
め
、「
東
久
留
米
市
デ
マ
ン
ド

型
交
通
の
実
験
運
行
に
向
け
た
運

営
方
針（
案
）」を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。
同
案
に
対
す
る
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く　
月
３
日
（
月
）

１２

～　
日（
火
）に
、道
路
計
画
課（
市

２５
役
所
５
階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
同
１
階
）、
中
央
・
滝
山
・
東

部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】　
月
３

１２

日
（
月
）
～　
日
（
火
）
に
（
必

２５

着
）、
件
名
を「
東
久
留
米
市
デ
マ

ン
ド
型
交
通
の
実
験
運
行
に
向
け

た
運
営
方
針（
案
）へ
の
意
見
」と

明
記
し
て
、住
所・氏
名・年
代（
例

＝　
代
）・ご
意
見（
書
式
は
自
由
）

４０
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
儿
８
５

５
５
、
市
役
所
道
路
計
画
課
宛
て

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７

８
０
９
）ま
た
は
電
子
メ
ー
ル（d

orokeikaku@
city.higashikurum

e.lg.jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
６
８
へ
。

　
都
で
は
、
受
験
生
を
持
つ
生
計

中
心
者
に
対
し
、
学
習
塾
な
ど
の

費
用
や
受
験
費
用
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
て
い
ま
す
。
条
件
に
よ
り

返
済
も
免
除
に
な
り
ま
す
。

　
【
事
業
の
内
容
】
中
学
３
年
生
、

高
校
３
年
生
、
高
校
・
大
学
な
ど

の
中
途
退
学
者
、
高
等
学
校
卒
業

程
度
認
定
試
験
合
格
者
、
定
時
制

高
校
４
年
生
、
浪
人
生
な
ど
（
い

ず
れ
も
４
月
１
日
時
点
で　
歳
未

２０

満
）
が
高
校
・
大
学
・
専
門
学
校

な
ど
に
入
学
す
る
た
め
の
受
験
料

と
学
習
塾
な
ど
の
費
用
を
貸
し
付

け
ま
す

　
【
貸
付
金
額
】受
験
料
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
が
２
万
７
４
０
０
円
、

高
校
３
年
生
な
ど
が
８
万
円
▼
学

習
塾
等
貸
付
金
＝　
万
円

２０

　
※
い
ず
れ
も
上
限
額
。

　
【
利
用
で
き
る
方
】次
の
①
～
⑦

の
す
べ
て
を
満
た
す
方
。

　
①
引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

居
住
し
て
い
る
②　
歳
以
上
の
生

２０

計
中
心
者
③
世
帯
収
入
（
父
母
等

養
育
者
）
の
総
収
入
ま
た
は
総
所

得
を
合
算
し
た
金
額
が
一
定
の
基

準
以
下
で
あ
る
（
世
帯
人
数
〈
父

母
等
養
育
者
お
よ
び
就
労
前
の
子

ど
も
〉
の
合
計
が
４
人
の
場
合
、

給
与
収
入
〈
年
間
〉
一
般
３
８
６

万
４
０
０
０
円
、
ひ
と
り
親
４
４

１
万
５
０
０
０
円
）。家
賃
控
除
が

で
き
る
場
合
あ
り
④
預
貯
金
な
ど

の
保
有
資
産
が
６
０
０
万
円
以
下

　
【
対
象
】心
身
に
障
害
や
発
達
に

遅
れ
を
有
す
る
就
学
前
（
６
歳
未

満
）
の
児
童

　
申
し
込
み
は　
月
７
日
（
金
）

１２

ま
で
に
、
所
定
の
申
請
書
（
わ
か

く
さ
学
園
で
配
布
中
）
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
同
学
園
へ
直
接

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
選
考
審
査

に
よ
り
入
園
の
可
否
を
決
定
し
ま

す
。
　
詳
し
く
は
同
学
園
☎
４
６
７
・

３
２
７
５
へ
。

⑤
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な

い
（
現
在
居
住
し
て
い
る
場
所
お

よ
び
不
動
産
所
得
を
得
て
い
な
い

土
地
・
建
物
を
除
く
。
た
だ
し
、

不
動
産
所
得
が
あ
っ
て
も
状
況
に

よ
り
対
象
と
な
る
場
合
あ
り
）
⑥

生
活
保
護
受
給
世
帯
で
な
い
⑦
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年

法
律
第　
号
）
第
２
条
第
６
号
に

７７

規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い

　
※
こ
の
他
、
原
則
、
連
帯
保
証

人
が
必
要
で
す
。

　
申
し
込
み
は　

年
２
月　

日

３１

１５

（
金
）
ま
で
に
、
福
祉
総
務
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
。

　
※　
年
２
月
８
日
（
金
）
ま
で

３１

に
、
同
課
へ
申
請
書
を
取
り
に
来

て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
９
へ
。

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
た
方
で
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
類
似

す
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の　
年
３０

４
月
１
日
以
降
の
利
用
者
負
担
が

償
還
さ
れ
ま
す
。
対
象
に
な
る
可

能
性
が
あ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
支
払
い
に

は
数
カ
月
を
要
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
【
主
な
要
件
】平
成　
年　
月
１

１８

１０

日
以
降
、　

歳
到
達
前
の
５
年
間

６５

に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅

介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
生
活
介

護
、
短
期
入
所
）
の
支
給
決
定
を

受
け
、
介
護
保
険
移
行
後
に
相
当

す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
▼
利
用
者
と
そ
の
配
偶
者
が
、

当
該
利
用
者
の　
歳
到
達
前
日
の

６５

年
度
に
非
課
税
か
生
活
保
護
を
受

給
し
て
い
る
▼　
歳
到
達
前
日
の

６５

障
害
支
援
区
分
が
「
区
分
２
」
以

　
家
具
転
対
策
と
は
、
地
震
に
よ

る
「
家
具
類
の
転
倒
・
落
下
・
移

動
防
止
対
策
」
の
略
称
で
す
。

　
地
震
で
家
具
が
転
倒
し
た
場
合
、

け
が
、
避
難
障
害
、
火
災
な
ど
に

つ
な
が
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
防
ぐ
家
具
転
対
策
は
、

地
震
か
ら
ご
自
身
や
家
族
を
守
る

た
め
の
「
自
助
」
の
第
一
歩
で
す
。

同
対
策
に
よ
り
、
け
が
な
ど
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
近
隣
や
地

域
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
、
お
互
い

に
助
け
合
う
「
共
助
」
の
行
動
を

と
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
地
震
か
ら
大
切
な
命
を
守
る
た

め
に
、
家
具
転
対
策
を
実
施
し
ま

し
ょ
う
。

　
【
家
具
転
対
策
の
方
法
】家
具
転

対
策
の
器
具
は
数
種
類
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
最

も
効
果
が
高
い
の
は「
Ｌ
型
金
具
」

で
す
。
家
具
や
壁
に
穴
を
開
け
た

く
な
い
場
合
は
「
ポ
ー
ル
式
」
と

「
ス
ト
ッ
パ
ー
式
」（
ま
た
は
マ
ッ

ト
式
）
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
同
等

の
効
果
が
得
ら
れ
ま
す
。

　
熊
本
地
震
で
は
、
器
具
の
耐
荷

重
を
超
え
る
家
具
を
固
定
し
た
た

め
転
倒
し
た
と
推
測
さ
れ
る
事
案

が
多
数
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
取
り

付
け
の
際
は
、
器
具
の
性
能
や
正

し
い
取
り
付
け
方
法
、
対
象
と
な

る
家
具
な
ど
を
取
扱
説
明
書
で
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
防
火
査
察
係
☎
４
７
１
・
０

１
１
９
（
内
線
５
２
１
）
へ
。

　
市
で
は
、
地
震
に
よ
る
建
物
の

倒
壊
な
ど
の
被
害
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
昭
和　
年
５
月　
日
以
前

５６

３１

に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
や
耐
震
改
修
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
実
施
す
る
前
に
申
請

を
し
な
い
と
助
成
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
助
成
手
続
き
な
ど
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
施

設
建
設
課
（
市
役
所
５
階
６
番
窓

口
）
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
耐
震
診
断
助
成
金
額
】耐
震
診

断
に
要
し
た
費
用
（
消
費
税
を
除

く
）
の
２
分
の
１
以
内
（
１
０
０

０
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）。最
大

５
万
円

　
【
耐
震
改
修
助
成
金
額
】耐
震
改

修
に
要
し
た
費
用
（
消
費
税
を
除

く
）
の
３
分
の
１
以
内
（
１
０
０

０
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）。最
大

　
万
円

３０
　
【
助
成
対
象
住
宅
】次
の
①
～
④

の
す
べ
て
に
該
当
す
る
住
宅
。
①

昭
和　
年
５
月　
日
以
前
に
建
築

５６

３１

さ
れ
た
木
造
住
宅
②
地
上
３
階
ま

で
の
戸
建
住
宅
（
店
舗
併
用
住
宅

を
含
む
。
地
階
は
除
く
）
③
現
に

居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
耐
震
改
修
助
成
の
場
合
）
④
耐

震
診
断
の
結
果
、
構
造
耐
震
指
標

Ｉ
Ｗ
値
が
１
・
０
未
満
で
あ
る
こ

と
（
耐
震
改
修
助
成
の
場
合
）

　
【
耐
震
改
修
の
対
象
と
な
る
工

事
】
耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
に

基
づ
き
構
造
耐
震
指
標
Ｉ
Ｗ
値
が

１
・
０
以
上
と
な
る
よ
う
補
強
を

行
う
工
事

　
詳
し
く
は
施
設
建
設
課
☎
４
７

０
・
７
７
５
６
へ
。

上
で
あ
る
▼　
歳
到
達
ま
で
に
介

６５

護
保
険
給
付
を
受
け
て
い
な
い

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
方
の
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明

書
が
発
行
さ
れ
ま
す
～ 

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を
～

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
確
定

申
告
や
年
末
調
整
の
際
に
、
そ

の
年
に
納
付
し
た
保
険
料
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

　
　
年
４
月
に
２
年
前
納
で
納
め

３０
た
国
民
年
金
保
険
料
の
社
会
保
険

料
控
除
を
申
請
す
る
場
合
は
、
全

額
を
納
め
た
年
に
控
除
す
る
か
、

各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額

を
各
年
で
控
除
す
る
か
選
択
で
き

ま
す
。

　
【
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除
す

る
場
合
】
確
定
申
告
や
年
末
調
整

の
際
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
た
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い

　
【
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す

る
額
を
各
年
に
控
除
す
る
場
合
】

各
年
の
申
告
に
必
要
と
な
る
控
除

証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
各
年

の
申
告
時
に
年
金
事
務
所
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

額
内
訳
明
細
書
に
各
年
分
の
控

除
額
な
ど
を
記
入
し
、
各
年
分

の
控
除
証
明
書
と
併
せ
て
税
務

署
や
勤
め
先
の
年
末
調
整
担
当

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場

合
も
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除

に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

家
族
宛
て
の
控
除
証
明
書
を
添

付
の
上
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
））

申
告
申
告
はは　

年
1
年
1
月月　

日日（
木
）

（
木
）まま
で
に
で
に

３１３１

３１３１

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
の

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

給
付
費
の
償
還
に
つ
い
て

心
身
障
害
児
通
園
施
設
「
わ
か
く
さ
学
園
」

　

年
度
入
園
児
を
募
集
し
ま
す

３１

「
東
久
留
米
市
デ
マ
ン
ド
型
交
通
の
実
験
運

「
東
久
留
米
市
デ
マ
ン
ド
型
交
通
の
実
験
運
行行

に
向
け
た
運
営
方
針（
案
）」に
対
す
る
パ
ブ

に
向
け
た
運
営
方
針（
案
）」に
対
す
る
パ
ブ
リリ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を
募
集
し
ま

ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を
募
集
し
ま
すす

「
東
久
留
米
市
第
２
次
教
育
振
興
基
本
計

画
（
改
定
案
）」
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
ご
意
見
）
を
募
集
し
ま
す

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

大
掃
除
の
機
会
に
「 
家
具
転 
対
策
」
を

か
ぐ
て
ん

し
ま
し
ょ
う

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業
をを

ご
活
用
く
だ
さ

ご
活
用
く
だ
さ
いい


